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１ 学校給食の目的  

 

２ 中学校給食の概要  

調理場  ㈱日米クック 鳥栖セントラルキッチン（鳥栖市曽根崎町 1493-1） 

食  数  約 2,３00食／日 

 

給食の提供については、調理・配送等業務を上記事業者に委託し、おおむね以下により実施します。 

令和３年度２学期より 

中学校で完全給食を実施します! 

完全給食実施特別号 

実施報告・各種委員会等への参画 

●食材の保管 
●調理・各学校・各学級 
ごとに配缶 

●食缶・食器の配送 
●各学校パントリーでの配膳 
●食缶等の回収・洗浄・ 
保管 

●残食処理 

●献立作成 

●調理等業務委託の監督 

●食材の発注 

●食物アレルギー 

対応 

●給食指導 
●食物アレルギー対応 

●給食費の支払い 

●食物アレルギー 
対応書類のやりとり 

食材の納品 

食材の発注 

献立・調理方法の指示 
アレルギー対応等の指示 
衛生管理の指導 

配送・回収 

【佐賀県学校給食会】 

【調理場(委託事業者)】 

【教育委員会事務局 学校給食課】 

【学校】 

【生徒・保護者】 

●食材の調達・配送 

各種委員会等での連携 
食物アレルギー個別対応 

の決定・共有 

生徒による 
学級への運搬 
学級での配膳 



鳥栖市教育委員会事務局 学校給食課 

（鳥栖市学校給食センター内） 

ＴＥＬ 0942-85-8050/ＦＡＸ 0942-85-8051 

３ 中学校給食の給食費  

 １食あたりの単価（300 円）は、現行（選択制弁当給食費）に牛乳代を加えた額と同程度の水準

としています。 

 給食費（年額）は、年間の給食の実施回数を１９０回（３年生は１７７回）として算定しています。 

（令和３年度は、年度途中より開始のため、特例として実施予定回数をもとに算定しています。） 

 給食費のお支払い方法は、小学校および現行の給食費の運用と同様に、月額で口座振替です。 

 給食費の年額および月額（月ごとの口座振替額）は下表のとおりです。 

学年 

令和３年度 特例  令和４年度以降 

給食費 

（年額） 

給食費（月額） 給食費 

（年額） 

給食費（月額） 

８～１月 
（基準額） 

2月 
（令和 ３年度 ） 

4～１月 
（基準額） 

2月 

１・２年生 38,700円 5,600円 5,100円 57,000円 5,200円 5,000円 

３年生 34,800円 5,600円 1,200円 53,100円 5,200円 1,100円 

※３月は、給食費の口座振替がありません。 

※令和３年度は、学校行事等による実施日数の変動により、２月の給食費が変更となる場合があります。 

※給食費は就学援助の対象です。（詳しくは教育総務課（85-3691）にお問い合わせください。） 

４ 中学校給食の実施方法  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 食物アレルギーの対応  

鳥栖市の学校給食では、医師による「食物アレルギー」との診断と学校生活管理指導表の提出が

あり、ご家庭で除去等の対応を行っている方について、食物アレルギー対応を行います。 

また、食物アレルギー対応を円滑に行うため、各年度はじめの２か月程度（令和３年度は８～１０月）

は、アレルギー対応の対象食物（令和３年度：鶏卵、乳、えび、かに）を使用しない献立とします。 

 

 

 

⑴ 給食提供方法 

① 調理場より、学級分ごとの給食を食缶に納めて、学校までお届けします。 

② 給食当番がパントリー（配膳室）から教室まで運搬し、食器に注ぎ分けます。 

⑵ 各ご家庭でご用意いただくもの 

・箸、スプーン類 

・ランチョンマット（40cm×30cm程度） 

・エプロン 

・給食帽、三角巾 等 

（２学期からの給食のイメージ） 


